
	

見　積　仕　様　書

　　　　　　　　　　　規格品質等は下記及び見本のとおりにつき
　　　　　　　　　　　熟読のうえ見積してください。

	請求先
	道路維持課
	納入場所
	道路維持課
	契約履行

[bookmark: _GoBack]期　　限
	令和９年

４月１日１６時

	品　　名
	規　　格
	数　　量
	備　　考

	
 １
	
道路賠償責任保険
	
別紙のとおり
	
一式
	令和８年４月１日
１６時から
令和９年４月１日
１６時まで

	
	
	
	
	

	　　　　　合　計
	
	
	

	　・保険料には消費税が課税されないため、契約金額での見積とする。








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙
１　保険名　
令和８年度道路賠償責任保険

２　保険の概要
　　福岡県が管理する道路において、国家賠償法第１条に規定する職務中の故意又は過失及び第２条に規定する設置・管理の瑕疵に起因する事故が発生した場合に県に代わり賠償金等を支払う。

３　保険の対象となる道路
　　契約期間中に福岡県及び知事が管理する次の道路
一般国道・県道　 　　（参考延長　　　３，５２７．９km）
自転車道　 　　　　　（参考延長　　　　　　７７．６km）
臨港道路　　　　　 　（参考延長　　　　　　５４．０km）
計　３，６５９．５km
※参考延長は令和５年４月１日現在 

４　道路の定義
この保険において、「道路」とは次に掲げるものとする。（ただし有料道路は除く。）
①一般交通の用に供する道で道路法第２条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋等道路と一体となってその効用を全うする施設または工作物及び道路の附属物でその道路に附属して設けられるものを含みます。
②道路法第２条第２項に規定する道路の附属物。
③臨港道路及びその附属物。（道路法第２条第２項に規定する道路の附属物に準じます。）

５　条件等
(1)損害のてん補限度額は以下のとおりとすること。

身体賠償　１名につき　　　１億円　　　１事故につき　　２億円
財物賠償　１事故につき　５千万円　
免責金額　　　　　　　　　　０円

(2)保険料支払方法は一括払とすること。

(3)損害に対する査定や、県と被害者との示談交渉にかかる協議に適切かつ迅速に対応
　　できる業務体制を確保すること。

(4)本業務の中には示談交渉についての助言及び指導も含むこと。

(5)本業務でてん補する損害の中には、訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停にかかる費用も含むこと。

６　保険期間
令和８年４月１日午後４時～令和９年４月１日午後４時

７　その他
　(1)福岡県管理道路における道路責任賠償保険による支払状況は、別添のとおり。

(2)本仕様書に定めのない事項については別途協議の上、決定する。

